
 
 
 
 
 
 
 

第９回合併協議会 
会 議 資 料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高富町・伊自良村・美山町合併協議会 



　日　時　　平成１４年５月１日（水）　　　
　　　　　　　午後１時３０分～３時３０分　
　場　所　  高富町役場３階大会議室　　　

1. 開　　　　　会

2. 会長あいさつ

3. 議　　　　　題

報告事項

報告第１８号 第５回・第６回新市名称候補選定小委員会報告

協議事項

協議第２８号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて

協議第２９号 福祉関係事業の取扱いについて

協議第３０号 保健・環境関係事業の取扱いについて

確認事項

 ○　第１０回合併協議会開催日程等について

4. そ　　の　　他

5. 閉　　　　 　会

第９回 高富町・伊自良村・美山町合併協議会     



高富町・伊自良村・美山町合併協議会委員名簿

平成１４年４月１日現在

役 職 名 氏 名 町 村 名 選 出 区 分 備 考

会 長 山 崎 通 高 富 町 高富町長
や ま ざ き とおる

矢 口 貢 男 美 山 町 美山町長
副 会 長

や ぐ ち つ ぐ お

村 橋 忠 夫 伊自良村 伊自良村長
む ら は し た だ お

久保田 高富町議会議長・（ひとし）
く ぼ た

渡 辺 政 勝 高富町議会議員
わ た な べ ま さ か つ

武 山 和 行 高富町議会議員
た け や ま か ず ゆ き

藤 岡 功 高 富 町 学識経験者
ふ じ お か いさお

杉 田 實 男 学識経験者
す ぎ た じ つ お

平 野 元 学識経験者
ひ ら の はじめ

三 井 怜 子 学識経験者
み つ い と し こ

上野 登志博 伊自良村議会議長
う え の と し ひ ろ

横 山 善 道 伊自良村議会議員
よ こ や ま よ し み ち

川 島 清 夫 伊自良村議会議員
か わ し ま き よ お

山 崎 雄 作 伊自良村 学識経験者
や ま ざ き ゆ う さ く

委 員 舩 戸 繁 俊 学識経験者
ふ な と し げ と し

上 野 政 幸 学識経験者
う え の ま さ ゆ き

棚 橋 壽 子 学識経験者
た な は し ひ さ こ

長 屋 孝 美山町議会議長
な が や たかし

大 西 克 巳 美山町議会議員
お お に し か つ み

小 森 英 明 美山町議会議員
こ も り ひ で あ き

河 口 衛 美 山 町 学識経験者
か わ ぐ ち まもる

高 瀬 茂 学識経験者
た か せ しげる

花 村 進 学識経験者
は な む ら すすむ

石神 みち子 学識経験者
いしがみ こ

地域県民部振興室長坂 正 光 学識経験者
岐 阜 県

ばん ま さ み つ

岐阜地域振興局振興課長平 光 節 夫 学識経験者
ひ ら み つ せ つ お

役 職 名 氏 名 備 考

顧 問 山 田 忠 雄 岐 阜 県 議 会 議 員
や ま だ た だ お



第５回新市名称候補選定小委員会報告について

１．開催日時 平成１４年４月１１日（木）

午後１時３６分～午後３時３５分

２．開催場所 高富町役場２階 会議室３０２

３．協議内容 ①小委員会副委員長の選任について

②新市名称候補選定について（継続協議）

４．協議結果 ①小委員会副委員長の選任について

髙井副委員長の交替に伴い、下記のとおり新たに副委員長が選任さ

れた。

職 名 氏 名 町 村 名

副委員長 上 野 政 幸 伊 自 良 村

②新市名称候補選定について

合併協議会に提示する新市名称候補について、その選定方法等につ

いて協議を行った。

慎重に協議した結果、次回小委員会において各委員がそれぞれ候補

を持ち寄り、合併協議会へ提案する候補を絞り込むことが確認され継

続協議となった。

第６回新市名称候補選定小委員会報告について

１．開催日時 平成１４年４月１９日（金）

午前９時２８分～午前１１時１９分

２．開催場所 高富町役場２階 会議室３０２

３．協議内容 新市名称候補選定について（継続協議）

４．協議結果 第５回小委員会での協議結果を受け、小委員会各委員がそれぞれ候補

を持ち寄り１０候補に絞り込むための協議を行った。

慎重かつ十分に協議を行ったが候補を絞り込むには至らず、さらなる

協議調整が必要との判断から継続協議となり、５月中旬開催予定の第７

回小委員会で１０候補を決定することとなった。

決定された１０候補について、合併協議会各委員に通知後、記者発表

を行い、６月３日開催予定の第１０回合併協議会に提案することが確認

された。



設置選挙

（市町村議会の議員の定数）

（議員の任期）

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

合併協議会事務局

協　議　項　目 議会の議員の定数及び任期の取扱い 協議細目

調 整 の方 針

（案）　新市における議会の議員の定数、任期及び選挙区の取扱いについては、次の４案のうちのいずれかの方法により協議し、協議会で決定する。　　　

　　 　 ①    ３町村の議会で協議する。

　　　  ④　　その他の組織（山県郡議長会等）で協議する。

　　 　 ②    小委員会を設置して協議する。

　　 　 ③    第三者機関を設置して協議する。

【参　考　法　令】

　 　設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係市町村」という。）は、設置関係市町村が２以上のときは設置関係市

　 　町村の協議により、設置関係市町村が１のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数

　 ８　～　１０　　　省略

※　第９１条は平成１５年１月１日から上記のとおり改正される。

　 　を定めなければならない。

　 第９３条　 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。

　　　【合併後５０日以内に新市の条例定数（２６人以内）で設置選挙を行う。】

　 ７  第７条第１項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに

参　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　　　　　　　　　　　　　　　料項　　　　　　　目

　　　（１）～（４）　省略　

　　　　 一般選挙

　 ２  市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、該当各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。

地方自治法（抄）

　 第９１条　 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

　　　（５）　人口５万未満の市及び人口２万以上の町村　　　　２６人

　　　（６）～（１１）　　　　省略

　 ２　　　　省略

　 ３　～　６　　　省略

　 市町村の新設合併が行われた場合は、合併関係市町村の議会の議員はすべてその身分を失うことが原則であることから、合併に際しては次のいずれ
かの制度を選択する必要がある。

①　地方自治法及び公

　　　　職選挙法の原則

　　　　　　　　任 期 ４ 年

①　 地方自治法及び公職選挙法の原則を適用

１．新設合併の場合の
議員定数及び任期

現　行
　地方自治法第９１条
　による定数（新市の
　条例定数）

　地方自治法第９１条
　による定数（新市の
　条例定数）

合
併
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設置選挙

単位：人 新市設置選挙時

町　村　名 高　富　町 伊自良村 美　山　町 計 人　口（※１）

人　 口(※１） 18,795 3,287 8,869 30,951

現議員数 16 12 14 42

　２６人×２＝５２人以内

　　　　 一般選挙

（一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙）

　 以内に行う。

【参　考　法　令】

　 　 定数に復帰するものとする。

項　　　　　　　目 参　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　　　　　　　　　　　　　　　料

公職選挙法（抄）

　 第３３条　 １～２　省略

調 整 の方 針

協議細目協　議　項　目 議会の議員の定数及び任期の取扱い

　 ３  市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項の告示による当該市町村の設置の日から５０日

※１　　平成１２年国勢調査確定数値

※２　　平成１５年１月１日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用。

※　第６条第１項のうち下線部分については、平成１５年１月１日から上記のとおり改正される。

合併協議会事務局

　 　 村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の２倍に相当する数を

　 　 超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による

法第９１条
に規定する
数

　　　　　　　　　　  ２６人

　　　　　　　　任 期 ４ 年

　　　　【合併後５０日以内に法第９１条に規定する数の２倍（５２人）以内で

 　　　　設置選挙を行う。】

　　　　【設置選挙後の一般選挙からは、新市の条例定数（２６人以内）で選

　②　定数特例制度

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

②　 定数特例制度を適用

現行条例定数
（※２） 16 10 14

　　　　　　  ３０，９５１人

40

市町村の合併の特例に関する法律（抄）

（議会の議員の定数に関する特例）

　 第６条　 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第９１条第２項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町

設置選挙時
の議員定数

（法第９１条に規定する
数の２倍以内）

　　　　 挙を行う。】

現　行
　地方自治法第９１条に
　規定する数の２倍の範
　囲内による定数

　地方自治法第９１条
　による定数（新市の
　条例定数）

合
併
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【参　考　法　令】

協議細目

　　　　　内）で選挙を行う。】

　 　 により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。

　　　（１）　　新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後２年を超えない範囲で当該協議で定める期間

　　　（２）　　省略

市町村の合併の特例に関する法律（抄）

（議会の議員の在任に関する特例）

参　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　　　　　　　　　　　　　　　料

　　　　【合併前の関係市町村の全ての議員が、合併後２年以内は在任

　　　　  できる。】

　　　　【在任期限終了後の一般選挙からは、新市の条例定数（２６人以

　 　 これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第３項において準用する前条第５項の規定

　 第７条　 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合

　 　 併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合におい

　　　て、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、同条の

　 　 規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、

　　　　 一般選挙

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

合併協議会事務局

議会の議員の定数及び任期の取扱い

　③　在任特例制度

項　　　　　　　目

調 整 の方 針

協　議　項　目

③　 在任特例制度を適用

　２～４　　　省略

現　行
　合併後２年を超えない
  範囲で協議で定める
　期間在任

　地方自治法第９１条
　による定数（新市の
　条例定数）

合
併

在
任
期
限
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町　村　名

高　富　町

伊自良村

美　山　町

区　分 内　　　　　　　容

任　　　　　　　　　　　　　　期

篠山市 在任特例H11.4.1               合併後１年１月間

項　　　　　　　目 参　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　　　　　　　　　　　　　　　料

調 整 の方 針

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

合併協議会事務局

協　議　項　目 議会の議員の定数及び任期の取扱い 協議細目

合併がなかった場合の議会議員の任期満了日
（合併日以降の期間）

合併市町村 合併期日人　口(※）
特　　例　　適　　用　　

※　篠山市（平成１２年２月末現在）　

　　 西東京市・さいたま市（平成１２年国勢調査確定数値）

田　無　市　　Ｈ１５．　４．３０　（約２年３ヵ月）　

現職議員任期等

平成１１年１０月　９日　から　平成１５年１０月　８日

平成１１年　５月１２日　から　平成１５年　５月１１日

平成１１年　７月２８日　から　平成１５年　７月２７日

先　 進 　事　 例

保　谷　市　　Ｈ１５．　２．　７　（約２年１ヵ月）
合 併 後 ２ 年 間

篠　山　町　　Ｈ１１．１１．３０　（約８ヵ月）

西　紀　町　　Ｈ１１．　４．２９　（約１ヵ月）

丹　南　町　　Ｈ１１．　７．２４　（約４ヵ月）　

今　田　町　　Ｈ１１．　４．２９　（約１ヵ月）

在任特例H13.1.21西東京市

47,426人

180,885人

在任特例H13.5.1さいたま市 1,024,053人

浦　和　市　　Ｈ１５．　５．　１　（２年）

大　宮　市　　Ｈ１３．１２．２０　（約８ヵ月）　

与　野　市　　Ｈ１５．　４．３０　（約２年）

合 併 後 ２ 年 間
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２．議会の議員の選挙区

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

合併協議会事務局

協　議　項　目 議会の議員の定数及び任期の取扱い 協議細目

（人口に比例しない議員の定数）

　 　 別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

調 整 の方 針

　 第１５条　 １～５　　省略

項　　　　　　　目 参　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　　　　　　　　　　　　　　　料

　    項は、政令で定める。

　　　条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）については、区の区域をもって選挙区とする。

　　  交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

【参　考　法　令】 公職選挙法（抄）

（地方公共団体の議会の議員の選挙区）

　 ６　　市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第２５２

　 第９条　 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区に

　　　おいて選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。

　 ７　　第２項、第３項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区域、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、

　 ８    各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特

　 ９　　前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事

公職選挙法施行令（抄）
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厚生専門部会

（単位：円） （単位：円） （単位：円）

階層区分
３歳未満

児
３歳以上

児
階層区分

３歳未満
児

３歳以上
児

階層区分 ３歳未満児
３歳以上

児
階層区分

３歳未満
児

３歳以上児

第１階層 0 0 第１階層 0 0 第１階層 0 0 第１階層 0 0

第２階層
市 町 村 民 税
非 課 税 世 帯

3,000 2,000 第２階層 2,000 1,500 第２階層
市 町 村 民 税
非 課 税 世 帯

1,300 1,000 第２階層 9,000 6,000

第３階層
市 町 村 民 税
課 税 世 帯

8,500 6,500 第３階層 8,500 5,500 第３階層
市 町 村 民 税
課 税 世 帯

7,000 5,000 第３階層 19,500 16,500

第４階層 　６４，０００円未満 14,500 12,500 第４階層 　８０，０００円未満 13,500 11,500 第４階層 　６４，０００円未満 13,500 11,000 第４階層 30,000 27,000

第５階層
　６４，０００円以上
１６０，０００円未満

28,000 17,500 第５階層
  ８０，０００円以上
２００，０００円未満

26,500 17,000 第５階層
　６４，０００円以上
１６０，０００円未満

20,000 16,000 第５階層 44,500 41,500

第６階層
１６０，０００円以上
４０８，０００円未満

37,000 20,000 第６階層
２００，０００円以上
５１０，０００円未満

35,500 18,000 第６階層
１６０，０００円以上
４０８，０００円未満

22,000 17,000 第６階層 61,000 58,000

第７階層 ４０８，０００円以上 44,000 22,000 第７階層 ５１０，０００円以上 40,000 19,000 第７階層 ４０８，０００円以上 25,000 18,000 第７階層 80,000 77,000

   この表の３歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の４月
１日において３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中
で３歳に達した場合においても、その年度中に限り３歳未満児とみなす。

   この表の３歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の４月
１日において３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中
で３歳に達した場合においても、その年度中に限り３歳未満児とみなす。

   この表の３歳未満児とは、入所の措置がとられた日の属する月の初日に
おいて３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で３歳
に達した場合には、次の月の初日より３歳児とする。

定　　　　　　　　　義定　　　　　　　　　義

各月初日の在籍保育の実施児童の属する世帯の階層区
分

徴収金基準額（月額）
各月初日の在籍保育の実施児童の属する世帯の階層区

分
保育料（月額）

備　　　　　考

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額） 徴収金基準額（月額）

国徴収金基準額    （単位：円）

高 富 町

各種事務事業の取扱い

保育料基準額表 保育料徴収基準額表

協議細目 福祉関係事業（保育料）

（案）　保育料については、美山町の例による。ただし、同一世帯から２人以上の児童が保育の実施をされている場合の第２子及び第３子以降については高富町の例による。

保育料徴収基準額表

協 議 項 目

調 整 の 方 針

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１、第２階層を除き前
年分の所得税課税世
帯であって、その所得
税の額の区分が次の
区分に該当する世帯

第１階層を除き、前年
分の所得税課税世帯
であって、その所得税
の額の区分が次の区
分に該当する世帯

第１階層を除き前年度分の村民税非課税世帯

前　年　度　分　村　民　税　課　税　世　帯
（均等割、所得割のある世帯）

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１階層及び第４～第
７階層を除き、前年度
分の市町村民税の額
の区分が次の区分に
該当する世帯

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

伊 自 良 村

　 なお、新市の保育料は、国の徴収金基準額を参考に段階的に改定を図るものとする。

児童福祉分科会

 延長保育料は、高富町の例による。

美 山 町

定　　　　　　　　　義

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１階層及び第４～第
７階層を除き前年度分
の市町村民税の額の
区分が次の区分に該
当する世帯

第１階層を除き前年分
の所得税課税世帯で
あって所得税の額の区
分が次の区分に該当
する世帯
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厚生専門部会

協 議 項 目

項 目

第１欄 第１欄

対象児童

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

第２階層 第２階層 第２階層

第３階層 第３階層

協議細目 福祉関係事業（保育料）各種事務事業の取扱い

児童福祉分科会

0　円

6,000

0　円

4,000

　児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に
掲げる階層に認定された場合は、それぞれ次表に掲げる
徴収金基準額とする。

　児童の属する世帯の階層が第２階層と認定された世帯で
あっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、
当該階層の徴収金の額を０円とする。

　児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表
に掲げる階層に認定された場合は、それぞれ次表に掲
げる徴収金基準額とする。

①母子世帯等

第３欄

最も徴収金の額が低い児
童（最も徴収金の額の低い
児童が２人以上の場合は、
その内の１人とする）以外
の児童

２～４階層
に 属 す る
世 帯

５～７階層
に 属 す る
世 帯

②在宅障害児（者）のいる世帯

③保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者
等特に困窮していると町長が認めた世帯

徴収金基準額 徴収金基準額
階層区分

３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合

①母子世帯等

②在宅障害児（者）のいる世帯

③生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長
が認めた世帯

階層区分
３歳以上児の場合

0　円 0　円

①母子世帯等

徴収金基準額

３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合

②在宅障害児（者）のいる世帯

階層区分

③保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護
者等特に困窮していると町長が認めた世帯

0　円 0　円

7,500 5,500

３歳未満児の場合

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

高 富 町 伊 自 良 村

第２欄

　 第２～第７階層における同一世帯から２人以上の児童が保育の
実施をされている場合において、次表の第１欄の階層区分ごとに第
２欄に掲げる児童については、次表第３欄により計算して得た額を
その児童の徴収金の額とする。ただし、第３子以降については、全
額徴収しないものとする。

美 山 町

調 整 の 方 針

　 第２～第７階層における同一世帯から２人以上の児童が保育の
実施をされている場合において、次表の第１欄の階層区分ごとに
第２欄に掲げる児童については、次表第３欄により計算して得た額
をその児童の保育料の額とし、算出された額に１０円未満の端数が
生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

第３欄第２欄

ア　最も保育料が低い児
童（同額児童が２人以上
の場合はそのうちの１人
とする）

基準額表に定める額
×０．５

基準額表に定める額
×０．１

イ　ア以外の児童のう
ち、最も保育料が低い児
童（同額児童が２人以上
の場合はそのうちの１人
とする）

第２～第７
階 層 に 属
す る 世 帯

ウ　上記以外の児童

基準額表に定める額

　 第２～第７階層における同一世帯から２人以上の児童が保
育の実施をされている場合は第１子は全額、第２子は半額、
第３子からは１０分の１を徴収する。又３歳未満児が年度の途
中で３歳に達した場合は、その年度中に限り３歳未満児の保
育料を適用する。（１０円未満の端数は切り捨てる。）

半　　　　額

１０分の１

　保　育　料

全　　　　額 徴収基準額表の徴
収金の２分の１の
額
（注）１０円未満の
端数は切り捨てる。

第３子以降

最も徴収金の額が高い児
童（最も徴収金の額の高い
児童が２人以上の場合は、
その内の１人とする）以外
の児童

無料
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高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

各種事務事業の取扱い

区分 区分 区分

葛原保育所

平　日

午後５時を超え
る場合、１人あた
り月額１，０００円

土曜日

土曜日

午後４時３０分～午後６時００分

正午～午後１２時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

土曜日

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分

土曜日

土曜日

平　日

西武芸保育所

土曜日
正午～午後１２時３０分

富永保育所

平　日

午後４時３０分～午後６時００分

午前７時４５分～午前８時３０分

平　日
午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分
土曜日

午前７時４５分～午前８時３０分
桜尾保育所

中央保育所

平　日
午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分
土曜日

午前７時４５分～午前８時３０分

乾　保育所

平　日

正午～午後１２時３０分

谷合保育所

大桑保育所

平　日
午前７時３０分～午前８時３０分

中部保育所

平　日
午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分

午前７時３０分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

延長保育料保育所名

平　日

土曜日
午前７時３０分～午前８時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

正午～午後１２時３０分

午後４時３０分～午後６時００分

保育所名

１時間につき
１人あたり５０円

高富保育所

梅原保育所

平　日

午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分
平　日

土曜日

土曜日

正午～午後１２時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

正午～午後１２時３０分

※利用時間の
算定にあたり、
３０分を超えた
場合は１時間と
みなす。

延長時間 延長保育料

午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後６時００分

正午～午後１２時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

高　　　　　　　　　富　　　　　　　　　町

保育所名

福祉関係事業（保育料）協 議 項 目 協議細目

伊 自 良 村

【延長保育料】 【延長保育料】 【延長保育料】

延長時間

厚生専門部会 児童福祉分科会

調 整 の 方 針

美　　　　　　　　　　　山　　　　　　　　　　　町

午前７時３０分から
午前８時まで若しく
は午後５時から午
後６時までは、１人
あたり日額５０円と
し、午後６時を超え
る場合はさらに５０
円加算

伊自良村
保育所

土曜日 午前７時３０分～午前８時３０分

平　日
午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分

延長保育料 延長時間
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【助成方法】

【助成方法】

【助成方法】

償還払い

【助成方法】

償還払い(高富町内の一部の医療機関での受診につ
いては現物支給）

償還払い

重 度 心 身 障 害 者
医 療 費 助 成

【助成対象者】

重 度 心 身 障 害 老 人
医 療 費 助 成

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

【助成対象者】

重度心身障害者医療費助成対象者のうち､６５歳
以上の者

【助成方法】

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

総合福祉分科会

【助成対象者】

乳 幼 児 医 療 費 助 成
５歳に満たない者 ５歳に満たない者

現物給付（県外で受診した場合は償還払い） 現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

協　　議　　項　　目

調　整　の　方　針

　　項　　　　　　　　目

【助成対象者】

【助成方法】

６歳に達した日以降における最初の３月３１日までの者

【助成方法】

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

①身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障
害の級別が１級から３級までの者
②療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１の交付を受けている者
③戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、
身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害
の級別が４級である者

【助成対象者】

重度心身障害者医療費助成対象者のうち､６５歳
以上の者

【助成方法】

各種事務事業の取扱い

   母子家庭等医療費助成事業における伊自良村単独事業分及び父子家庭医療費助成事業については、廃止とする。

   重度心身障害者医療費助成事業、重度心身障害老人医療費助成事業､６９歳老人医療費助成事業及び母子家庭等医療費助成事業（伊自良村単独事業分を除く｡)に　　　

(案）  乳幼児医療費助成事業については、新市において、対象者を小学校就学前（６歳に達した日以降における最初の４月１日）までの児童とし実施する。

ついては、新市において県の補助基準により実施する。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

福祉関係事業（福祉医療費助成）協議細目

厚生専門部会

【助成対象者】

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

【助成対象者】 【助成対象者】

①身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障
害の級別が１級から３級までの者
②療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１の交付を受けている者

高 富 町

６９歳の者で個人の市町村民税を課されていない者

【助成方法】

※所得制限あり

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

【助成方法】

【助成対象者】

【助成対象者】

重度心身障害者医療費助成対象者のうち､６５歳
以上の者

【助成方法】

伊 自 良 村 美 山 町 備　　　　　考

【助成対象者】

６９歳の者で個人の市町村民税を課されていない者

※所得制限あり

③戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、身
体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の
級別が４級である者

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

※所得制限あり

【助成対象者】

【助成方法】

①身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障
害の級別が１級から３級までの者
②療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１の交付を受けている者

※所得制限あり

【助成方法】

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

①児童扶養手当の受給者及び当該児童

③戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、
身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害
の級別が４級である者

※所得制限あり

①児童扶養手当の受給者及び当該児童

※所得制限により県の助成対象者とならなかった者
について、伊自良村単独事業として助成。

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

②遺族年金の受給者及び当該児童 ②遺族年金の受給者及び当該児童

①児童扶養手当の受給者及び当該児童

【助成方法】

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

現物給付（県外で受診した場合は償還払い）

母 子 家 庭 等
医 療 費 助 成

６９歳の者で個人の市町村民税を課されていない者

【助成対象者】

②遺族年金の受給者及び当該児童

【助成対象者】

６ ９ 歳 老 人
医 療 費 助 成

【助成対象者】

【助成方法】
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【助成方法】

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

福祉関係事業（福祉医療費助成）協議細目

厚生専門部会

父子家庭医療費助成

協　　議　　項　　目

調　整　の　方　針

　　項　　　　　　　　目

各種事務事業の取扱い

【助成対象者】

総合福祉分科会

高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町 備　　　　　考

父子家庭で義務教育終了前の児童

※所得制限あり

償還払い
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各種事務事業の取り扱い 協議細目

【 参 考 】

入院・外来とも 入院のみ 現 物 給 付 償 還 払 い

岐 阜 市 ３ 歳 未 満 ３歳以上～小学校就学前 小 学 校 就 学 前

各 務 原 市 ３ 歳 未 満 ３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未 満 ３ 歳 未 満
３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未満
入 院

羽 島 市 ４ 歳 未 満 ５ 歳 未 満 ４ 歳 未 満
４ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未満
入 院

美 濃 市 ３ 歳 未 満 ３歳以上～小学校就学前 ３ 歳 未 満
３歳以上～小学校就
学 前 入 院

関 市 ３ 歳 未 満 ３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未 満 ３ 歳 未 満
３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未満
入 院

川 島 町 小 学 校 就 学 前 小 学 校 就 学 前

岐 南 町 小 学 校 就 学 前 小 学 校 就 学 前

笠 松 町 義務教育終了まで 義務教育終了まで

柳 津 町 義務教育終了まで 義務教育終了まで

北 方 町 ３ 歳 未 満 ３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未 満 ３ 歳 未 満
３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未満
入 院

本 巣 町 ４ 歳 未 満 ４ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未 満 ４ 歳 未 満
４ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未満
入 院

穂 積 町 ３ 歳 未 満 ３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未 満 ３ 歳 未 満
３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未満
入 院

巣 南 町 ５ 歳 未 満 ５ 歳 未 満

真 正 町 ８ 歳 年 度 末 ８ 歳 年 度 末

糸 貫 町 ６ 歳 未 満 ６ 歳 未 満

根 尾 村 小 学 校 就 学 前 小 学 校 就 学 前

武 芸 川 町 小 学 校 就 学 前 小 学 校 就 学 前

洞 戸 村 ３ 歳 未 満 ３ 歳 以 上 ～ ５ 歳 未 満 ３ 歳 未 満
３ 歳 ～ ５ 歳 未 満
入 院

板 取 村 小 学 校 就 学 前 小 学 校 就 学 前

協 議 項 目

調 整 の 方 針

厚生専門部会

福祉関係事業（福祉医療費助成）

総合福祉分科会

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

乳幼児医療費助成制度各市町村実施状況（Ｈ１３．４．１現在）

市町村名
対象児童 助成方法
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

（案）

その他

区　　分 単　位　等 金　　額 区　　分 単　位　等 金　　額

0% １時間以内 ２００円 ３０分未満 － 0%

10% 10%

村内 ２００円

高富町梅原地区 ３００円

村内（片道） ２００円 以降３０分増ごと ８０円

郡内（片道） ３００円

その他

具 体 的 な 調 整 内 容

実費相当分（基本利用料　１回２００円）
※　下肢・体幹機能障害２級以上は１／２

美 山 町

・　障害老人の日常生活自立度判定基準に
よるランクＢ・Ｃに該当する者　など

　高富町の例により実施する。

内　容

利用料等
（負担率）

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)協　議　項　目

　町内の医療機関への通院に係る外出支援
（月２回まで）

内　容

　次のいずれかに該当する者

40%

60%

80%

90%

　［委託先］　伊自良村社会福祉協議会 　［委託先］　美山町社会福祉協議会

生計中心者の前年所得税課税年額
が８万円超１４万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額
が１４万円超の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額
が１万円超３万円以下の世帯

40%

生計中心者の前年所得税課税年額
が３万円超８万円以下の世帯

60%

生計中心者の前年所得税課税年額
が８万円超１４万円以下の世帯

80%

生計中心者の前年所得税課税年額
が１４万円超の世帯

90%

２３０円

家事援助

　要介護認定者を除く、６５歳以上の高齢者
単身世帯又は７５歳以上の高齢者夫婦の世
帯で、家事援助等を必要とする者　など

通院介助

　要介護認定者を除く、概ね６５歳以上の高
齢者単身世帯又は高齢者夫婦の世帯で、家
事援助を必要とする者　など

１時間以上１時間
３０分未満

買い物介助
（１回当たり）

１００円
３０分以上１時間
未満

生計中心者の前年所得税課税年額
が１万円超３万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額
が３万円超８万円以下の世帯

　家事援助（炊事、洗濯、掃除、買い物等)、
買い物介助、通院介助

　家事援助（炊事、洗濯、掃除、買い物等)
　家事援助（炊事、洗濯、掃除、買い物等)の
みとする。

生活保護法による被保護世帯

生計中心者が前年所得非課税世帯

生計中心者の前年所得税課税年額
が１万円以下の世帯

20%

１５０円

対象者

・　市町村民税非課税世帯の要支援又は要
介護認定者で、通院の困難な者

対象者

生活保護法による被保護世帯

生計中心者が前年所得非課税世帯

　［委託先］　高富町社会福祉協議会

　家事援助（炊事、洗濯、掃除、買い物等)

　要介護認定者を除く、６５歳以上の高齢者
単身世帯又は７５歳以上の高齢者夫婦の世
帯で、家事援助を必要とする者　など

生計中心者の前年所得税課税年額
が１万円以下の世帯

　新市において調整する。

調 整 の方 針

　［委託先］　高富町社会福祉協議会

高 富 町

実費に対する負担率

区　　　　　　　分

 各種事務事業の取扱い

　　※　町村単独事業

　国又は県等が定める制度については、現行の実施方法を基準とし、市域全体で実施するよう新市において調整するものとする。

　各町村独自の制度については、趣旨や目的に沿った効果的な制度として、市域全体で実施するよう新市において調整するものとする。

　高齢福祉関係の事業については、従来の実績等を尊重しつつ市域全体の均衡を考慮し、新市において調整し実施するものとする。

実費に対する負担率

利用料等

外出支援サービス事業

　新市において調整する。

家事援助等事業

　　※　国庫補助事業

　高富町の例により実施する。

　実費相当分とする。

以降３０分増ごと
家事援助

　要介護認定者を除く、６５歳以上の高齢者
単身世帯又は高齢者夫婦の世帯で、家事援
助を必要とする者等とする。

20%
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

その他

補助率 補助率

その他

利用料等

補助率 　自己負担無し 　自己負担無し

　紙おむつ・清拭きタオル等の購入助成（月
５，０００円まで）とする。
※　助成券（クーポン）方式による。

生計中心者の前年度市町村民税所
得割課税額が３万円以上１０万円未
満の世帯

50%

区　　　　　　分

　生活保護法による被保護世帯、生
計中心者の前年度市町村民税所得
割課税額が３万円未満の世帯

100%

　紙おむつ・清拭きタオル等の購入助成（月
５，０００円まで）

　［委託先］　伊自良村社会福祉協議会

　国の負担基準による。

　国の基準（概ね６５歳以上の低所得者で、
高齢者単身世帯の者）による。

　　電磁調理器給付、電話貸与（加入権・電
話機）・工事費負担

　［委託先］　伊自良村社会福祉協議会 　新市において調整する。

　［実施機関］　美山町社会福祉協議会 　新市において調整する。

　在宅で１ヵ月以上、寝たきりにより常時おむ
つを必要とする６５歳以上の要支援又は要
介護認定者のうち、前年度の市町村民税所
得割課税額が１０万円未満の者等。ただし、
ショートステイを月に２０日以上利用している
者は対象外とする。

区　　　　　　分

　生活保護法による被保護世帯、生
計中心者の前年度市町村民税所得
割課税額が３万円未満の世帯

100%

　　※　国庫補助事業

利用料等

　６５歳以上の高齢者単身世帯又は高齢者
夫婦の世帯で寝具の洗濯・乾燥をすることが
困難な者若しくは要介護度３以上の者とす
る。

　寝具の乾燥・消毒、水洗い（年４回まで）と
する。

　事業に要した経費の１割程度 　事業に要した経費の１割程度 　事業に要した経費の１割程度とする。

内　容 　寝具の乾燥・消毒（年４回まで） 　寝具の乾燥・消毒、水洗い（年３回まで）

　国の負担基準による。 　国の負担基準による。

生計中心者の前年度市町村民税所
得割課税額が３万円以上１０万円未
満の世帯

50%

老人日常生活用具給付等事業
対象者

　国の基準（概ね６５歳以上の低所得者で、
高齢者単身世帯の者）

　国の基準（概ね６５歳以上の低所得者で、
高齢者単身世帯の者）

内　容
　電磁調理器給付、電話貸与（加入権・電話
機）・工事費負担

　電磁調理器給付、電話貸与（加入権・電話
機）・工事費負担　　※　国庫補助事業

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町区　　　　　　　分

　　※　県単独事業（高富町）

　　※　町村単独事業
　　　　　（伊自良村・美山町）

協　議　項　目  各種事務事業の取扱い

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
対象者

　要介護度３以上で、在宅時に常時ふとんの
上で生活している者

　概ね８０歳以上の高齢者単身世帯の老人
又は要援護老人で、寝具の洗濯・乾燥をする
ことが困難な者

　紙おむつの購入助成（月４，０００円まで） 　紙おむつの購入助成（月２，５００円まで）

紙おむつ購入助成事業

　在宅で１ヵ月以上、寝たきりにより常時おむ
つを必要とする６５歳以上の要支援又は要介
護認定者のうち、前年度の市町村民税所得
割課税額が１０万円未満の者

　在宅で寝たきりにより常時（概ね６ヵ月）おむ
つを必要とする６５歳以上の者又は要介護度
が４以上の者

　在宅で寝たきりにより常時（概ね６ヵ月）おむ
つを必要とする６５歳以上の者又は心身に重
度の障害があることにより在宅で寝たきりによ
り常時（概ね６ヵ月）おむつを必要とする者

対象者

内　容
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

その他

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町区　　　　　　　分

協　議　項　目

　無料。ただし、通話料・乾電池代は自己負
担。

　緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機、
ペンダント用受信機、火災センサーの設置・
貸与

　無料。ただし、通話料・乾電池代は自己負
担。

　緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機、
ペンダント用受信機、火災センサーの設置・
貸与を実施する。

　無料とする。ただし、通話料・乾電池代は自
己負担とする。

・　６５歳以上の高齢者単身世帯の者 ・　６５歳以上の高齢者単身世帯の者

内　容
　緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機、
ペンダント用受信機、火災センサーの設置・
貸与

　緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機、
ペンダント用受信機、火災センサーの設置・
貸与

・　寝たきりの６５歳以上の老人のみの世帯
の者　など

・　寝たきりの６５歳以上の老人のみの世帯の
者　など

　次のいずれかに該当する者 　次のいずれかに該当する者とする。

・　身体障害者手帳の交付を受け、障害の程
度が１級から３級までの単身世帯の者

・　身体障害者手帳の交付を受け、障害の程
度が１級から３級までの単身世帯の者

　次のいずれかに該当する者

・　身体障害者手帳の交付を受け、障害の程
度が１級から３級までの単身世帯の者

・　身体障害者手帳の交付を受け、障害の程
度が１級から３級までの単身世帯の者

・　６５歳以上の高齢者単身世帯の者 ・　６５歳以上の高齢者単身世帯の者　など

　　　　（高富町・美山町の一部は

災害弱者緊急通報システム設置事業

対象者

　次のいずれかに該当する者

利用料等
　無料。ただし、通話料・乾電池代は自己負
担。町単独事業）

　　※　国庫補助事業

・　寝たきりの６５歳以上の老人のみの世帯の
者　など

　［委託先］　同朋会 　［委託先］　伊自良村社会福祉協議会 　［委託先］　美山町社会福祉協議会 　新市において調整する。

　原則として、月曜日から金曜日までの毎
昼・夕食宅配料を助成する。

利用料等
　宅配料は無料。ただし、食材料・調理代を
直接委託業者へ支払う。

　無料 　１食につき２００円
　宅配料は無料。ただし、食材料・調理代を
直接委託業者へ支払う。

内　容
　原則として、月曜日から金曜日までの毎昼・
夕食宅配料助成

　週１回の昼食配食助成 　月１回の昼食配食助成

 各種事務事業の取扱い

対象者
　６５歳以上の高齢者単身世帯又は７５歳以
上の高齢者夫婦の世帯で、町長が必要と認
めた者

　７０歳以上の高齢者単身世帯又は７５歳以
上の高齢者夫婦の世帯の者

　７０歳以上の高齢者単身世帯又は８０歳以
上の高齢者夫婦の世帯の者

　６５歳以上の高齢者単身世帯又は７５歳以
上の高齢者夫婦若しくは身体障害者のみの
世帯の者とする。

　　　　　（高富町・美山町）

　　※　町村単独事業（伊自良村）

高齢者等配食（宅配）サービス事業

　　※　国庫補助事業
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

負担率 負担率 負担率

　　※　県単独事業

　世帯の生計中心者の前年所得税課税年額
が１４万円以下の世帯に属する６５歳以上の
在宅要援護老人（寝たきり度判定基準がＡ・
Ｂ・Ｃ又は介護を要する痴呆性老人）若しくは
同居しているもの又は同居しようとする者等
とする。

 各種事務事業の取扱い

区　　　　　　分

　生活保護法による被保護世帯、生
計中心者の前年所得非課税世帯

0%

　世帯の生計中心者の前年所得税課税年額
が１４万円以下の世帯に属する６５歳以上の
在宅要援護老人（寝たきり度判定基準がＡ・
Ｂ・Ｃ又は介護を要する痴呆性老人）若しくは
同居しているもの又は同居しようとする者　な
ど

　世帯の生計中心者の前年所得税課税年額
が１４万円以下の世帯に属する６５歳以上の
在宅要援護老人（寝たきり度判定基準がＡ・
Ｂ・Ｃ又は介護を要する痴呆性老人）若しくは
同居しているもの又は同居しようとする者　な
ど

　世帯の生計中心者の前年所得税課税年額
が１４万円以下の世帯に属する６５歳以上の
在宅要援護老人（寝たきり度判定基準がＡ・
Ｂ・Ｃ又は介護を要する痴呆性老人）若しくは
同居しているもの又は同居しようとする者　な
ど

　高齢者等の日常生活の利便を図るため
の、住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・
玄関・廊下等のバリアフリー化のための改善
工事への助成を実施する。

区　　　　　　分

0%

県の制度による。 県の制度による。

生計中心者の前年所得税課税年額
が３万円超１４万円以下の世帯

40%

　生計中心者の前年所得税課税年
額が３万円以下の世帯

20%

生計中心者の前年所得税課税年額
が３万円超１４万円以下の世帯

40%

区　　　　　　分

補助基準額　５０万円　　　　※　県の基準額 補助基準額　５０万円　　　　※　県の基準額補助基準額　５０万円　　　　※　県の基準額 補助基準額は県の基準額とする。

対象者

内　容

　高齢者等の日常生活の利便を図るための、
住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄
関・廊下等のバリアフリー化のための改善工
事への助成

　高齢者等の日常生活の利便を図るための、
住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄
関・廊下等のバリアフリー化のための改善工
事への助成

　生活保護法による被保護世帯、生
計中心者の前年所得非課税世帯

　生計中心者の前年所得税課税年
額が３万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額
が３万円超１４万円以下の世帯

　生計中心者の前年所得税課税年
額が３万円以下の世帯

20%

　生活保護法による被保護世帯、生
計中心者の前年所得非課税世帯

0%

協　議　項　目

　高齢者等の日常生活の利便を図るための、
住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄
関・廊下等のバリアフリー化のための改善工
事への助成

助成率等

高齢者住宅改善助成事業

負担率

県の制度による。

20%

40%

県の制度による。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町区　　　　　　　分
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

　　※　国庫補助事業

　　※　国庫補助事業

対象者

　　※　国庫補助事業

対象者

　　※　町単独事業

　日常動作訓練、健康チェック、健康相談、
レクリエーション、入浴　など

　概ね６５歳以上で、一時的に養護する必要
があると認められる者

　美山地域のみ送迎ありとし、その他は新市
において調整する。

内　容

　要介護状態になるおそれのある６５歳以上
の者

　概ね６０歳以上の者とする。

　日常動作訓練、健康チェック、健康相談、
レクリエーション　など

　基本的に、日常生活指導、日常動作訓練、
健康チェック、健康相談、レクリエーション、
給食サービス等とし、具体的には新市にお
いて調整する。

　必要経費の１割程度とする。ただし、昼食
代・作業用材料費は自己負担とする。

区　　　　　　　分

協　議　項　目  各種事務事業の取扱い

　養護老人ホーム等において、原則として７
日以内の宿泊費を助成する。

　養護老人ホーム等において、原則として７
日以内の宿泊費を助成する。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町

　１会場、送迎無し

　１回につき１００円とする。ただし、昼食代・
作業用材料費は自己負担とする。

　飲食代全額及び施設利用料・送迎料の１
割

　必要経費の１割程度とする。ただし、昼食
代・作業用材料費は自己負担とする。

その他 　７会場、送迎無し

利用料等

利用料等

生きがい活動支援通所事業
（老人ミニデイサービス事業）

　概ね６５歳以上で、一時的に養護する必要
があると認められる者

　概ね６０歳以上で、自力で会場へ来られる
者

内　容
　日常生活指導、健康チェック、健康相談、
レクリエーション　など

　必要経費の１割程度とする。ただし、昼食
代・作業用材料費は自己負担とする。

　飲食代全額及び施設利用料・送迎料の１
割とする。

　７会場、送迎あり

　飲食代全額及び施設利用料・送迎料の１
割

　概ね６５歳以上で、一時的に養護する必要
があると認められる者とする。

　概ね６５歳以上の虚弱者で、自力で会場へ
来られる者

　生きがい活動支援通所事業の実施により
廃止する。

　廃止する。

対象者

内　容
　養護老人ホーム等において、原則として７
日以内の宿泊費を助成する。

　満７０歳以上の者

　公衆浴場入浴料助成券（月２枚×１２ヵ月
分）又は「はり・きゅう・マッサージ」施術料助
成券（３，０００円分を年間２枚）

高齢者入浴券・マッサージ助成券給付
事業

利用料等

対象者

内　容

B型機能訓練事業

対象者

生活管理指導短期宿泊事業
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

　　※　国庫補助事業

内　容

　　※　国庫補助事業

　　※　町単独事業

　　※　国庫補助事業

　介護保険により、ホームヘルパーの派遣を
受けた場合、デイサービス・ショートステイを
利用した場合の利用料の１／２を助成する。

内　容
　介護保険により、ホームヘルパーの派遣を
受けた場合、デイサービス・ショートステイを
利用した場合の利用料の１／２を助成する。

　介護保険により、ホームヘルパーの派遣を
受けた場合、デイサービス・ショートステイを
利用した場合の利用料の１／２を助成する。

　介護保険により、ホームヘルパーの派遣を
受けた場合、デイサービス・ショートステイを
利用した場合の利用料の１／２を助成する。

・　市町村民税非課税世帯で、所得が無く
（※）扶養されていない者　など

※　例えば、６５歳以上の者で、国民年金の
みの収入が１４０万円以下であった場合に
は、公的年金等控除により所得は無かったも
のとされます。

・　市町村民税非課税世帯で、生計中心者
の年間収入額が４２万円以下である者　など

・　市町村民税非課税世帯で、生計中心者
の年間収入額が４２万円以下である者　など

内　容
　被介護人１人に対して月額３，０００円を支
給する。

社会福祉法人等による生計困難者に
対する介護保険サービスに係る利用
者負担額減免措置事業

対象者

・　市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年
金の受給者

・　市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年
金の受給者

・　市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年
金の受給者

・　利用者負担が減免されなければ生活保護
受給者となってしまう者

・　利用者負担が減免されなければ生活保護
受給者となってしまう者

　次のいずれかに該当する者とする。　次のいずれかに該当する者 　次のいずれかに該当する者 　次のいずれかに該当する者

　次のいずれかに該当する世帯とする。

・　身体障害者（児）１・２級のうち体幹障害が
ある者と同居する世帯　寝たきり老人、重度心身障害者（児）及び痴

呆性老人と同居する世帯

　被介護人１人に対して月額３，０００円を支
給する。

在宅寝たきり老人等重度障害者（児）
介護人慰労金支給事業

対象者

内　容
　介護用品購入費を月額６，０００円(限度額）
支給する。

家族介護用品購入助成事業 対象者

　

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町

 各種事務事業の取扱い

区　　　　　　　分

協　議　項　目

　介護保険制度の活用を推進し廃止する。

　年額１０万円を支給する。

家族介護慰労金支給事業
対象者

・　市町村民税非課税世帯で、所得が無く扶
養されていない者　など

・　要介護度２以上の痴呆性老人と同居する
世帯

　重度（要介護度４・５）の被介護人を擁する
市町村民税非課税世帯で、過去１年間介護
保険のサービスを受けていない世帯

　重度（要介護度４・５）の被介護人を擁する
市町村民税非課税世帯

　紙おむつ購入助成事業の充実により廃止
する。

・　市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年
金の受給者

・　利用者負担が減免されなければ生活保護
受給者となってしまう者

・　利用者負担が減免されなければ生活保
護受給者となってしまう者
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

対象者

７７歳

８５歳

８８歳

８９歳

　　※　町村単独事業 ９０歳以上

１００歳

区　　　　　　　分

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町

 各種事務事業の取扱い協　議　項　目

－

現金５０万円等

支 給 品 等 支 給 品 等 支 給 品 等

敬老祝い金等

祝賀記念品

・　祝賀記念品の贈呈は、７７歳・８８歳・９９
歳の者とする。

・　１００歳の者には、現金５０万円等を贈呈
する。

祝賀記念品

祝賀記念品

－

祝賀記念品

－

－

－

－

現金３０万円

祝賀記念品

現金５０万円等

－

祝賀記念品

－

祝賀記念品
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

主な内容

案内方法

行事名

対象者

対象者

　伊自良村総合運動公園 　美山町総合運動場 　新市において調整する。

　実施年度内に満７５歳以上になる者のうち、
実施年度の８月１日に在住している者

　対象者への個別郵送方法とする。 　対象者への個別郵送方法とする。

　実施年度内に満７５歳以上になる者のう
ち、実施年度の８月１日に在住している者と
する。ただし、平成１５年度については、高富
地域のみ満７４歳以上の者とする。

　ゲートボール・ペタンク・グラウンドゴルフ 　ゲートボール・ペタンク・グラウンドゴルフ
　ゲートボール・ペタンク・グラウンドゴルフと
する。

　老人クラブ会員全員とする。

　老人クラブゲートボール大会

　実施年度の１２月３１日までに満７５歳以上
になる者のうち、実施年度の９月１日に在住
している者

　対象者への個別郵送方法とする。

　毎年９月１５日を基本とし、新市において調
整する。

　老人クラブ連合会軽スポーツ大会 　老人クラブ連合会軽スポーツ大会 　新市において調整する。
　老人クラブ軽スポーツ大会

　老人クラブ会員全員 　老人クラブ会員全員 　老人クラブ会員全員

　美山町中央公民館
　基本的に、２，０００人収容できる施設とし、
新市において調整する。

　貸切バス等 　無し
　貸切バスを基本とし、新市において調整す
る。

　基調講演、余興等
　基調講演、余興等を基本とし、新市におい
て調整する。

　老人クラブ会員全員 　老人クラブ会員全員とする。　老人クラブ会員全員

行事名

実施会場

　基調講演、余興等

　岐阜市内のホテルの会場

　ゲートボール・ペタンク・グラウンドゴルフ

　高富町総合グラウンド

老人クラブ軽スポーツ大会

主な内容

実施会場

送　　迎

老人クラブ連合会研修会
老人福祉大会

主な内容

　貸切バスを基本とし、新市において調整す
る。

実施会場

送　　迎

　老人クラブ連合会研修会 　老人福祉大会 　新市において調整する。

　対象者への個別郵送方法とする。

　美山町中央公民館
　現行の開催場所を基本とし、新市において
調整する。

　式典、余興等 　新市において調整する。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町各　　種　　行　　事　　名

協　議　項　目  各種事務事業の取扱い

敬　　　老　　　会

　毎年９月１５日 　毎年９月１５日前後の２日間

　貸切バス等 　貸切バス等

　高富町中央公民館 　伊自良村村老人福祉センター

　式典、余興等 　式典、余興等

　貸切バス等

　実施年度の１２月３１日までに満７５歳以上
になる者のうち、実施年度の８月１日に在住
している者。ただし、平成１４・１５年度は満７４
歳以上の者とする。

対象者

実施日 　毎年９月１５日
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厚生専門部会 高齢福祉分科会

協議細目

行事名

対象者

行事名

対象者

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

福祉関係事業(高齢者福祉関係)

美 山 町 具 体 的 な 調 整 内 容

調 整 の方 針

高 富 町各　　種　　行　　事　　名

協　議　項　目  各種事務事業の取扱い

実施会場

送　　迎 　無し
　貸切バスを基本とし、新市において調整す
る。

　高富町四国山香りの森公園内香りドーム 　伊自良村ふれあいドーム、さわやかドーム
　美山町内の小学校のうち、いずれかの小学
校グラウンド

　現行の開催場所を基本とし、新市において
調整する。

　老人クラブ会員全員とする。

　老人クラブ連合会健康ウオーク 　新市において調整する。

　平成１５年度は高富地域とし、平成１６年度
以降は新市において調整する。

　新市において調整する。

体　　育　　大　　会

主な内容 　紅白玉入れ　等

　新市において調整する。

　老人クラブ会員全員とする。

　紅白玉入れ　等 　紅白玉入れ　等
　統一メニューとなるよう新市において調整
する。

　貸切バス等 　無し

　老人クラブ連合会体育大会 　老人クラブ運動会 　老人体育大会

　老人クラブ会員全員 　老人クラブ会員全員 　老人クラブ会員全員

健　康　ウ　オ　ー　ク

　老人クラブ会員全員

主な内容
　アウトドアコーディネーターによりウオーク
コースを設定、引率、講演

実施会場 　町内５地区の輪番制
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　　問診

　身体計測（身長、体重、体脂肪率）

　　血圧測定

　　尿検査（糖、蛋白、潜血）

　　循環器検査

　　肝機能検査

　　腎機能検査

　　貧血検査（赤血球数、Hb、Ht）

　　白血球数　

　　痛風検査（尿酸）

　　膵代謝検査

　　心電図検査

　　眼底検査（６９歳まで）

個　 別 　　同　 上

　　問診

　　問診

　　便潜血

　　問診

　　視診　・　子宮頸部細胞診

個　 別 　　同　上

個　 別 　　同　上

　　問診　・　視触診　・　超音波検査

　　マンモグラフィー

④心電図検査・眼底検査
は、高富町及び伊自良村
では現在、選択検査（美山
町は必須検査）であるが、
新市においては必須検査
項目として調整を図るもの
とする。

　　肝炎検査（４０歳～７０歳までの

　　５歳刻み）

①対象者は４０歳以上（１
９歳～３９歳は希望があれ
ば受診できる。）とする。

実　　施　　項　　目 具体的な調整内容

同　上（上記②を除く）

③痛風検査（尿酸）は、伊
自良村では現在、未実施
であるが、新市において
は、必須検査項目とするも
のとする。

②胃がん、大腸がん、、結
核、肺がん検診と同時に
実施するものとする。

同　　上

同　　上

　 対象者は３０歳以上の
女性とする。

1,000 500 800

集　 団 500 200          大腸がん検診

          子宮がん検診

1,000 未実施

          乳がん検診

集　 団 1,000 600

集　 団 1,000 300

健　（　検　）　診　名 受診方法

美　　山　　町

　　　　 胃がん検診 集　 団

1,500 無　料

1,500 未実施

受  　診　  者　  個　  人　  負　  担　  金　　　　（単位：円）

高　　富　　町 伊　自　良　村

未実施

500

500

800

800500

未実施 800

新　　　　市
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行

1,000

調 整 の方 針

（案）　新市における老人保健事業については、原則として現行のとおりとする。ただし、基本健康診査（個別）、子宮がん検診（個別）、乳がん検診（個別）、

　　 骨密度検査、高齢者健康相談及び腎臓食料理教室については、新市において市域全体の事業として実施するものとする。

　　　  各種健（検）診の受診者個人負担金については、応分の受益者負担の原則を基本に、合併時に統一するものとする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

厚生専門部会 保健分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 保健関係事業（老人保健事業）

300

　 対象者は４０歳以上及
び希望者とし、基本健康診
査と同時に実施するものと
する。

　 対象者は４０歳以上及
び希望者とし、基本健康診
査と同時に実施するものと
する。

　　胃部エックス線検査700

集　　団
基本健康診査

1,000

1,000

　 対象者は３０歳以上の
女性とする。

500600

1,000

未実施
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　　問診

　　問診

　　問診

※

　 １２日間 　　９日間 　　６日間

　　歯科保健指導

300

（喀痰検査）

未実施 　　骨量測定（DXA法）

　　喀痰検査

伊　　　自　　　良　　　村 美　　　　　山　　　　　町

「個別」とは、委託業務契約先の医療機関に、対象者が直接出向いて受診する「医療機関個別受診」のことをいう。

具体的な調整内容

実　　施　　項　　目 具体的な調整内容

　  胸部エックス線検査

　 対象者は、４０歳以上及
び希望者とし、基本健康診
査、胃・大腸がん検診を受
ける場合は同時に実施す
るものとする。

　 対象者は、４０歳以上及
び希望者とし、結核肺がん
検診と同時に実施するも
のとする。

　対象者は、３０歳～７０歳
までの５歳刻みとするもの
とする。

肺がん検診
集　 団

（レントゲン）

美　　山　　町

調 整 の方 針

無料

　　　　 骨密度検査

無料 無料 無料

集　 団 500 未実施

 肺がん検診

集　 団 500

　　基本健康診査受診者及びその家族 　　基本健康診査受診者で、要指導及び要医療と
なった人又は希望者

【対象者】　　 【対象者】　　 【対象者】　　

　　基本健康診査（集団）受診者

　　基本健康診査をきっかけに、受診者自身が普
段の生活を振り返り、疾病の予防及び健康の保
持増進に役立てる。

　　基本健康診査の結果で要指導、要医療となっ
た人に、生活及び栄養指導を行うことにより、生
活習慣を見直し疾病予防を図る。

【目的】　　【目的】　　 【目的】　　

項　　　　　　目 高　　　　　富　　　　　町

　　基本健康診査の結果で要指導、要医療となっ
た人に、生活及び栄養指導を行うことにより、生
活習慣を見直し疾病予防を図る。

　　対象者は、健康診査受
診者全員とし、実施内容
は医師診察（全員）・保健
指導・栄養指導・歯科検診
とし、実施回数等について
は、新市において調整す
るものとする。

【実施回数等】　　 【実施回数等】　　

【実施場所】　　 【実施場所】　　 【実施場所】　　

【実施回数等】　　

【実施内容】　　 【実施内容】　　 【実施内容】　　

　　診察（基本健康診査時には未実施のため） 　　診察（基本健康診査時には未実施のため）

　　伊自良村老人福祉センター及び各地区公民館
（１０会場）

　　各地区公民館等（６会場）
　　高富町保健福祉ふれあいセンター及び各地区
公民館（４会場）

協議細目 保健関係事業（老人保健事業）

結果説明会

　　心電図、歯科検診及び歯科保健指導 　　事後指導 　　歯科検診及び歯科保健指導

　　事後指導 　　事後指導

1,575 300

400

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

厚生専門部会 保健分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い

健　（　検　）　診　名

受  　診　  者　  個　  人　  負　  担　  金　　　　（単位：円）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行
新　　　　市

高　　富　　町

受診方法

伊　自　良　村
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高齢者健康相談

　　《参考》　Ｂ型機能訓練事業で実施している。

【目的】　　

　　高齢者の心身の健康に関する個別の相談に
応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に役立てる。

【対象者】　　

【実施回数等】　　

　　１回／週

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

厚生専門部会 保健分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 保健関係事業（老人保健事業）

調 整 の方 針

高　　　　　富　　　　　町項　　　　　　目

【実施内容】　　

　　血圧測定、受診・服薬の確認、健康相談　等

【実施場所】　　

　　各地区公民館７ヵ所（ミニデイサービス会場）

【実施回数等】　　

　　１回／１～２ヵ月

【実施場所】　　

　　町内７ヵ所（ミニデイサービス会場）

【実施内容】　　

　　血圧測定、受診・服薬の確認、健康相談　等

　　高富町ミニデイサービス参加者

【対象者】　　

　　美山町ミニデイサービス参加者

【実施回数等】　　

　　１回／月

【対象者】　　

【実施場所】　　

　　伊自良村老人福祉センター

【目的】　　

　　高齢者の心身の健康に関する個別の相談に
応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に役立てる。

【目的】　　

　　高齢者の心身の健康に関する個別の相談に
応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に役立てる。

【実施内容】　　

　　透析治療を受けている人とその家族

　　腎臓の機能や腎臓食の学習・調理実習

【実施回数等】　　

　　奇数月の２日間

　　高富町保健福祉ふれあいセンター

具体的な調整内容伊　　　自　　　良　　　村 美　　　　　山　　　　　町

【実施内容】　　

　　Ｂ型機能訓練事業参加者

※ミニデイサービス事業＝生
きがい活動支援通所事業

　　ミニデイサービス事業
参加者及び希望者を対象
者とし、ミニデイサービス
会場において実施するも
のとする。

《参考》伊自良村のＢ型機
能訓練事業は、ミニデイ
サービス事業へ移行する
ものとする。

腎臓食料理教室

【その他】　　

　　高富町と岐北総合病院との共同主催

　市域全体の事業とし、実
施回数等は、新市におい
て調整するものとする。

【実施場所】　　

未　　　実　　　施 未　　　実　　　施

　　血圧測定、受診・服薬の確認、健康相談　等

【目的】　　

　食事療法を楽しみながら実施できるよう透析食
の基本を理解し、毎日の食生活に結びつける。

【対象者】　　
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合併協議会視察受入実績（予定）状況
平成１４年５月１日現在

１．実績（平成１３年８月１日～平成１４年４月３０日）

視察研修者数月 日 視 察 団 体 名

８月１６日 海津郡サンリバ－広域連合 ４名

９月 ４日 本巣町・糸貫町・真正町・根尾村 ６名

９月１２日 山梨県豊富村議会 １５名

飛騨地域振興局益田事務所 ４名

１０月 ４日 徳島県中央地域行政総合会議 ２０名

１０月１０日 岡山県矢掛町議会 ２３名

１０月２３日 山梨県境川村議会 １６名

１０月２４日 長崎県川棚町議会 ２１名

１０月２５日 群馬県鬼石町議会 １８名

１０月３０日 長野県佐久町 １５名

１１月 ２日 三重県伊勢志摩地区広域市町村圏協議会 １１名

１１月 ６日 静岡県伊豆長岡町議会 ２０名

１１月 ７日 長野県佐久広域連合議員 ３４名

１１月１２日 石川県羽咋郡市広域圏事務組合 ３５名

１１月１３日 石川県市町村職員、市町村議員等 ４０名

１１月１５日 福島県双葉地方広域市町村圏組合 ８名

１２月１０日 山梨県南部町議会 １７名

１月１７日 広島県世羅町議会 ９名

１月２１日 下呂町議会 １３名

１月２５日 長野県東筑摩郡町村会 １１名

１月２９日 福井県今庄町、南条町、河野村合併研究会 １４名



視察研修者数月 日 視 察 団 体 名

２月 ６日 石川県能登島町 ３３名

２月 ７日 福井県市町村職員 ２９名

２月１２日 山梨県富沢町議会 １６名

２月１４日 奈良県山添町議会 １８名

奈良県新庄町 ３名

２月２６日 八幡町議会 １０名

３月 ６日 三重県志摩地域合併研究会事務局 １０名

３月１３日 郡上郡町村合併検討研究会 ２名

３月１９日 石川県志賀町 １６名

３月２７日 益田郡合併調査室 ５名

３月２８日 石川県田鶴浜町 １５名

４月１６日 揖斐郡合併推進研究会 ３名

４月１７日 郡上郡町村合併協議会 ５名

４月３０日 長野県麻績村議会 １５名

２．予定（平成１４年５月１日～）

視察研修予定者数月 日 視 察 団 体 名

５月 ８日 東濃西部合併研究会 ６名

５月３０日 福島県東白川合併研究会 １５名


